
成年後見人等の皆様へ

送付先住所変更一括登録のご案内
藤沢市から送付する通知書等の宛先を成年後見人等へ変更する場合、
登録届をご提出いただくことにより、送付先を一括で登録することができます。

【対象業務】
裏面 「対象業務一覧」のとおり

【届出に必要なもの】
□ 成年後見人等 送付先住所変更一括登録届
□ 成年後見人等の本人確認ができるもの

（マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等）

□ 登記事項証明書（原則、交付日から３か月以内の原本またはその写し）
□ 送付先がわかるもの（成年後見人等の住所と送付先が異なる場合）

※名刺やパンフレット等の送付先が確認できるもの

【届出の方法】
窓口、郵送のいずれかで、届出に必要なものをご提出ください。

【届出先・問い合わせ先】
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1
藤沢市役所 福祉部 地域共生社会推進室
☎0466-50-3533

【留意事項】
●登録届を収受してから、送付先の変更が完了するまで、1週間程度の
時間を要します。

●複数後見の場合は、届出人以外の成年後見人等の同意の上、届出を
お願いします。
●成年後見人等の転居や交代など届出内容に変更が生じる場合は、速
やかに再度届出をお願いします。
●登録口座の名義変更等が必要となる場合は、別途手続きが必要です。
●届出書を提出後、新たに住所登録が必要な事由が発生した場合、別途
手続きが必要です。

【登録届や制度の詳細は
こちらでご確認ください】



【対象業務一覧】


